
【現 行】子育て支援医療費助成制度

入院 自己負担額 200 円／月（１医療機関）

出生から ⇒ 中学校卒業まで

外来 自己負担額 200 円／月（１医療機関）

※外来医療費、入院医療費ともに中学校卒業まで助成対象。

【令和５年９月から】

入院 自己負担額 200 円／月（１医療機関）

出生から ⇒ 中学校卒業 ⇒ 18 歳年度末まで

外来 自己負担額 200 円／月（１医療機関）

※外来医療費、入院医療費ともに満１８歳を迎えて最初の３月３１日まで助成対象を拡大。

（年齢要件のみであり、高校への在籍要件はありません。）


